
はじめに

　IASB「業績報告プロジェクト」は、現在

IASBにおける四つの統合化プロジェクトの

中で、「企業の統合」と並んで世界的な注目を

集めているものの一つである。特に業績報告

プロジェクトは、会計情報の中核に位置する

利益概念と密接不可分な関係にある。IASB

がこのテーマを最優先のアジェンダとして取

りあげたのは、IAS（IFRS）策定の前提とし

ての利益の概念、あるいは業績の概念に対す

る世界的なコンセンサスの形成を目指すため

というよりは、国際的比較可能性に対する要

求の高まりの中で、財務報告の中で中心的な

地位にある財務業績報告について、各国の基

準設定主体が強調する余地が大きいという考

え方をベースにしている（辻山、２００２、３４９頁）。

　IASBで業績報告プロジェクトがスタート

した背景には、主に次のような会計的環境の

変化があったからである（木村２００３b、２８頁）。

第一に、純利益と包括利益との乖離が拡大し

たことである。すなわち、包括利益には含ま

れるが純利益には含まれない項目（FASBでい

うその他の包括利益）が増加したことによっ

て、損益計算書と貸借対照表との間でクリー

ン・サープライス（clean surplus）関係１が崩

れ、財務諸表が分かりにくくなってきたこと

である。第二に、企業の業績指標に関する

様々な見方が顕在化してきたことである。例

えば、プロフォーマ利益（pro-forma income）、

サスティナブル・インカム（sustainable in-

come）という業績指標が出てきたことにより、

投資家にとって、企業業績が分かりにくく

なってきたことである。本稿は、IASBの業績

報告の概要とその特徴を吟味し、IASB業績報

告の枠組みについて検討するものである。

Ⅰ　IASB業績報告のプロジェクトの概要

とその特徴

１　IASB業績報告プロジェクトの概要

　２００１年１月に、IASCから改組された国際会

計基準審議会（IASB）で進められている業績

報告プロジェクトが本格的に議論をスタート

したのは２００１年１０月のボード会議である２。

その時のアジェンダ・ペーパーが「原則書案」

（Draft statement of principles）であり、それ

は１９９９年にG４＋１３が公表した「Position Pa-

per」と類似したものである。IASB起草委員

会の原則書案「認識済収益費用の報告」では、

財務業績の報告に関して、G４＋１（１９９９）

案をふまえて、次のような考え方が提案され
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ている。すなわち、①包括利益を基礎し、資

本取引以外の源泉から生じる純資産の変動を

認識済収益費用計算書という１つの業績報告

計算書４で報告すること、②リサイクリング５

を禁止すること、③認識済収益費用計算書

（包括利益計算書）での区分表示を要求するこ

と（情報セット・アプローチ６の採用）である。

　IASB業績報告プロジェクトはイギリスの

会計基準審議会（ASB）と共同プロジェクト

であり、企業の財務業績を投資家などに示す

財務諸表を開発するものである。ASBでは、

１９９２年に公表された財務報告基準（FRS）第

３号「財務業績の報告」によって、「総認識利

得・損失」いわゆる「包括利益」概念に基づ

く業績報告の一環として、「総認識利得損失

計算書（STRGL）が他国にいち早く制度化さ

れている７。また、損益計算書のほかに株主

持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書

がこのプロジェクトの影響を受ける可能性が

あると考えられる。

　２００３年１０月からは、IASBとFASBとの合同

ワーキング・グループを設けて作業が進めら

れることとなった。その過程で、業績報告プ

ロジェクトというプロジェクトの名称そのも

のが「包括利益の報告」プロジェクトと改称

されている。２００４年４月にこれまでのあり方

を大きく変更し、IASB８とFASBは次の３つの

「包括利益の報告」プロジェクトについての暫

定合意に達している（辻山、２００４、９-１０頁）。

　①「その他の包括利益」の存続

　②「その他の包括利益」の前に合計値を表示

　③ワン・ステートメント方式

　この段階で両者が合意に達していないリサ

イクリングの問題については、このプロジェ

クトを２つのフェイズに分けて、フェイズⅡ

で議論することとされている。

　このように、このプロジェクトはIASBと

FASBの共同プロジェクトに着替えしたうえ

で、２つのステップ９（セグメントA、セグメ

ントB）に分け、それぞれに示す項目を順次検

討することがIASBとFASB及びリエゾン国に

よって暫定的に合意された。進め方としては

IASB及びFASBが共有するプロジェクトチー

ムを１つ編成し、２つのステップを同時に進

行させ、セグメントAのディスカッション・

ペーパーは、２００５年第２四半期頃の公表を予

定している。また、金融機関などを含むすべ

ての業種包括利益計算書がこのプロジェクト

の対象となる（山田、２１頁）。

２　IASB業績報告の特徴

　IASB業績報告プロジェクトの特徴として

は次のように要約することができる。

（１）包括利益を業績報告書の最終の利益とす

ること。

　現在の業績報告書である損益計算書が、包

括利益計算書という新しい報告書に変わり、

当期純利益に「その他の有価証券の評価差額」、

「為替換算調整勘定」等いわばその他の包括利

益を加えて、「包括利益」とし、それを業績報

告書の最終行の利益としたことである。従っ

て、包括利益計算書においては従来の純利益

を表示することは想定されていない。包括利

益計算書の表示形式は＜表１＞のようになっ

ている（辻山、２００４、１１頁）。
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＜表１＞包括利益計算書

再測定再測定前利益合計

××××営業（operating）

××××財務（financing）

×税（tax）

×××包括利益
↑↑

保有利益操業利益



― 87 ―

（２）業績報告プロジェクトが表示プロジェク

トであること。

　IASBでは、この包括利益を最終利益として

表示する報告書において、投資家に対し、将

来の企業の業績予測に役立つ指標をいかに表

示するかを意図している。その意味で、この

業績報告プロジェクトは表示プロジェクトと

して位置づけられている。従って、業績とは

何か、いかに認識・測定されるべきかについ

ては検討されていない。

（３）実現概念に左右されないこと。

　包括利益計算書の下では、現行の国際会計

基準により認識された損益は、実現、未実現

の如何にかかわらず、損益として包括利益計

算書に計上されることになる。一旦、包括利

益を構成する項目として包括利益計算書に計

上されたものは、その後、例えば、その他の

有価証券の評価差額が売却損益として実現し

ても、そのことは考慮されない（木村、２００３b、

３１頁）。すなわち、一部の例外を除き、未実現

損益項目が実現した場合にリサイクルを行わ

ないことである１０。

（４）包括利益計算書がマトリックス形式に

なっていること。

　包括利益計算書は、＜表１＞のように、左

右の区分として、「再評価前利益」及び「再測

定」という２つのコラムを区分する目的は、

将来の業績予測に当たって、両者に予測に資

する程度に差異があり、その差異を明示する

ことにある。すなわち、当期の公正価値変動

が将来の予測情報としての価値が低いものを

「再測定」に区分する。「再測定前利益」には

反復性のある損益が表示される（山田、２１頁）。

「再測定」は資産や負債の繰越価値の変動によ

る価格あるいは見積りの修正であり、このよ

うな修正を行わないものは「再測定前利益」

に示される。また、それらをさらに、上下の

区分として、「営業活動」と「財務活動」とい

う異なる活動ごとに分けるという「マトリッ

クス形式」になっている。

　これは、情報セット・アプローチを採用し

ていることを意味する。業績を単一の指標に

集約するのではなく、業績の構成要素に重点

をおいた情報開示を行い、どの構成要素が重

要であるかの判断は情報利用者に委ねるアプ

ローチをとっている。すなわち、ボトムライ

ンは特に有用な数値として捉えず、その構成

要素の有用な分類を提供することである。

Ⅱ　包括利益の業績指標性についての検討

　IASBにおける業績指標として、業績報告書

ボトムラインの包括利益が最終の利益になっ

ており、現在の損益計算書が純利益を最終の

利益とすることと大きく異なる。IFRSをは

じめとしてアメリカ基準やイギリス基準が企

業業績を示す指標の１つとして（ボトムライ

ンとして）包括利益を採用していることは報

告利益の概念として資産負債中心観に立脚し

ていることを意味する。この概念では、企業

活動の目的は企業の持分たる富を増大させる

ことであるため、企業のストックの変動を据

えることが、企業活動を把握するための最善

かつ唯一の方法となり、包括利益が企業業績

を示すことになる（野坂、２００４、６６頁）。

　IASBはこのように包括利益を業績指標で

あると提案している。その根拠とは次のよう

なものである、まず、当期純利益に限らずい

かなる単一の金額も企業の業績指標としては
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不完全であり、また単一の金額に加工する過

程で歪曲される可能性があるため、資本取引

を除く資産負債の毎期の変動の構成要素をそ

のまま業績として表示することが正しい業績

報告の姿であることである。ついで、当期純

利益は実現概念に基づく利益であるため、利

益の実現には経営者の恣意性が介入しやすい

ことが問題視され、業績報告の一要素から除

かれたことである。

　アメリカのFASBにおいて、包括利益の業

績指標としての妥当性について、次のように

賛否論が展開されている。まず、「包括利益」

を業績指標とみる論拠としては次のようなも

のがあげられる（佐藤、２００３、１５１-１５３頁）。

　第一に、包括主義の考え方を採用するなら

ば、「包括利益」も会社全体としての業績を示

すのであり、財務業績として位置づけられる

べき数値である。また、会計上の利益につい

て投資家に対する情報として重要であるため

に、「クリーン・サープラス」の関係が成立す

べきであるならば、「包括利益を業績指標と

することが必要である。

　第二に、財務報告における透明性（trans-

parency）を向上させる上で「包括利益」概念

が重要である。市場価値の変動が企業に及ぼ

す影響と、その影響が企業の富に及ぼす効果

に関する情報の提供が、「包括利益」の導入に

より拡大される。

　第三に、損益計算書と貸借対照表との間の

連携（articulation）を維持する上で、損益計

算書形式により「包括利益」を報告すること

が必要である。「包括利益」を業績指標とする

損益計算書が作成されるならば、損益計算書

と貸借対照表との連携が維持されると同時に、

なぜ両者が連携するのかについての明細も示

される。

　このように、FASBは、当期純利益が財務諸

表の指標であるという点は認めた上で、当期

純利益のみが財務業績ではないし、「包括利

益」による財務業績報告の正当性を論証しよ

うとする基本的な姿勢に立っていると考えら

れる。

　ついで、包括利益」による財務業績の報告

を行うことに反対する論拠は次のとおりであ

る（佐藤、２００３、１５４-１５５頁）。

　第一に、当期純利益こそが業績指標であり、

包括利益は業績指標にはなりえないことであ

る。金融市場や外国為替市場の動向はそれら

の制御不可能な要因に起因する部分が大きい。

それゆえ、包括利益に基づいて企業の業績評

価を行うことは不適切である。

　例えば、アメリカにおけるダウ３０社２００１年

アニュアル・レポートによれば、アメリカで

は、業績を説明するデータとしてはP/L上の

売上高・利益を基本として、これにキャッ

シュ・フローなどのデータが追加されている。

また包括利益自体は業績としては取りあげら

れておらず、個々の構成要素のうち、金額的

に重要度が高いと考えられているものが取り

あげられている（大谷貞数、７４頁）。

　第二に、財務業績とは何であるかについて

の概念的な検討が十分に行われていない以上、

包括利益による財務業績報告が妥当であるこ

とは十分に論証できていないことである。包

括利益による財務業績であることが十分に論

証できていないならば、包括利益の報告形式

は損益計算書形式に限定されるべきではなく、

持分変動計算書や注記による開示も認められ

るべきである（SFAS１３０, par.６１）。

　第三に、当期純利益と「包括利益」という

２つの業績指標を対等のものとして開示する

ことは利用者に混乱を生じさせるため、不適

埼玉学園大学紀要（経営学部篇）　第４号

― 88 ―



― 89 ―

切である（SFAS１３０, par.７６）。特に、「その他

の包括利益」解釈・評価することが困難であ

るならば、当期純利益と「包括利益」という

２つの業績数値が並置されることはむしろ財

務報告の有用性を損ねることになる。

　このような反対論に対して、FASBは次の

ように対応している（佐藤、２００３、１５５-１５７頁）。

まず、「包括利益が業績指標ではないという

見解に対しては、財務業績報告に当たっては

包括主義を採用し、包括利益による財務業績

報告を行うべきであるとする立場が堅持され

ている（SFAS１３０, par.３,６７）。また、包括利益

が「包括的」でも「利益」でもないという見

解に対しては、包括利益には期中に生じた所

有者とは無関係な取引による持分の変動がす

べて含まれているがゆえに「包括的」であり、

概念フレームワークにおいて持分の変動が収

益、費用、利得、及び損失とされている以上、

包括利益は「利益」であるとしている

（SFAS１３０, par.７１）。

　実現に基づく純利益とその他の包括利益の

区分は「経営者の裁量」によって左右される

ものであり、情報利用者の意思決定を誤道す

る可能性が高いので、会計的認識基準として

の実現を全面的に否認し、利益指標を包括利

益に一元化することによって、業績情報の

「予測価値」を高めるべきであるというのが、

IASBにおける一連の業績報告諸原則と２００２

年業績報告書様式の背後にある基本的な考え

方である。このような規制思考は、画一的な

ルールの採用によって会計的判断から「経営

者の意図」を排除しようとするFASBの信念と

相通じるものであると考えられる。

Ⅲ　リサイクル禁止についての検討

　IASBはリサイクリングを行わないため、会

計的認識基準としての実現概念が全面的に否

定され、利益概念が包括利益に一元化され、

純利益についてはその表示さえもなされてい

ない。すなわち、包括利益を示すことに問題

があるのではなく、純利益の情報を完全に消

し去ってしまうこと、財務諸表の本体から消

し去ってしまうことになる。IASBはリサイ

クルの禁止について、時価変動による損益と

売却によって実現した損益の間に重要な相違

がなく、一度認識した評価損益を売却時にあ

らためて認識しない。ここには企業が直面す

るリスクをどのように捉えるべきかが問題と

なる。すべてのリスクはその企業が責任を

もって管理すべきものであるのでリスクの種

類によってその企業の責任の度合いが変わる

べきではない、と考えるのがIASBの考え方で

ある（八重倉、３４頁）。

　収益・費用は二重計上を避けるために損益

計算書または包括利益計算書のどちらか一方

にしか計上されないことになるため、包括利

益計算書は一定の指標性を有していると考え

られる。一旦、包括利益を構成する項目とし

て包括利益計算書に計上された損益は、その

後リサイクリングされない。従って、脚注な

どで関連補足情報の開示がなされない限り、

IASB業績報告書に示された会計情報から純

利益の金額を集計することができない。

　しかしながら、当期純利益を包括利益の構

成要素として明示する場合、両者のギャップ

が生じることとなり、そのギャップを収容す

るものがその他の包括利益となる。ここで問

題となるのがその他の包括利益が実現した場

合の処理である。具体的には、利益実現時に
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当該項目を、その他の包括利益から当期純利

益に繰り戻すべきか否かが問題（リサイクル

の問題）となる。実現利益の情報価値の重要

性を考慮するならば、リサイクルによって報

告利益の情報価値は高まると考えられる。

　例えば、未実現であるために金融商品等の

公正価値の変動によって、その報告金額が変

化する場合、その変動額が金融商品等の公正

価値の変動によるものなのか、あるいはそれ

が実現したために当期純利益に繰り戻された

かを、リサイクルで示すことによって投資家

は識別することができる。従って、包括主義

のもとで当期純利益を報告するならば、当期

純利益の情報価値を守る必要があるため、リ

サイクルが必要となる（野坂、２００４、６８-６９頁）。

その他の包括利益の各構成要素について、リ

サイクリングが必要となる場合は以下の通り

である。すなわち、①売却可能有価証券の未

実現損益；証券の売却時、②為替換算調整勘

定；在外事業への投資の売却または清算、③

最少年金負債計上額；再分類修正は必要なく、

いつでも増減の純額まで示される。④ヘッジ

に関する未実現損益；ヘッジ対象資産・負債

の精算、などである。

Ⅳ　包括利益の報告形式についての検討

　包括利益の報告形式としては、次のように

３つのものが考えられる。すなわち、①「一

計算書方式」、②「二計算書方式」、③「株主

持分変動表方式」である。「一計算書方式」は、

ワン・ステートメント・アプローチとも呼ば

れ、包括利益を単一報告書に用いて報告する

形式であり、計算書のボトムラインを包括利

益とする形式である。「二計算書形式」は、当

期純利益を末尾とする損益計算書を作成した

うえで、当期純利益から包括利益に至る計算

過程をまとめた包括利益計算書を個別に作成

する形式である。「株主持分変動表形式」は、

資本の部の変動内訳を示す株主持分変動表の

中でその他の包括項目を表す方式である。包

括利益の金額とその内訳は持分変動計算書の

なかで、留保利益とその他の包括利益累計の

変動額として表示される。

　IASBでは、包括利益計算書の表示様式は、

再測定（re-measurement）という概念を用い、

多欄式の様式で、現在の損益計算書とは全く

違った様式及び内容になっている。すなわち、

損益計算書と包括利益計算書（イギリスでは

総認識利得損失計算書）を分離せず、一つの

報告書に統合する表示方式（すなわち、①の

一計算書方式）をとっている。すなわち、所

有者との取引以外の結果として認識されたす

べての持分変動として定義される包括利益を

単一の財務業績として捉えて包括利益計算書

において表示することになる。実現概念が否

定され、純利益と包括の区分が排除されれば、

業績報告書の様式は、必然的にワン・ステー

トメント・アプローチに帰着することになる。

　また、「再測定前利益」の最終行の利益は、

現在の経常利益に類似した利益となる。「再

測定」の最終行の利益は、アメリカの「その

他の包括利益」に有形固定資産の売却損益な

どの特別損益項目も加えたものに類似するも

のとなる１１。それらを合計して、包括利益が

右下に最終利益として表示される。

　＜表１＞のように、FASBとの合同ワーキ

ング・グループ結成前のIASBの提案では、包

括利益のうちその期間の再評価に基づくもの

が右のコラムに、それ以外のものがその左の

中央コラムに表示されることになっていた。

IASBがイギリスのASBとのパートナーシッ
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プの下でこのプロジェクトを開始した当初に

あった問題意識は、毎期の純資産の変動のう

ち資本取引によらない部分、つまり包括利益

を、時価の変動による部分とそれ以外とに２

分して示すことが意味のある情報であるとい

うことであった。従って、コラムの右と中央

は異質の利益を示しているため、右から中央

に再分類、つまりリサイクリングする必要は

なく、またそれはかえって情報の混乱を招く

だけということになる。

　FASBは、純利益とその他の包括利益を区

別して表示し、最終行の包括利益よりも純利

益にウェイトをおいているが、IASBでは、最

終行の包括利益の表示を重視し、営業利益か

らその他の事業利益と金融収入を加減して事

業利益を計算し、この計算プロセスに財務費

用を含めていない１２。従って、SFAS１３０では、

様々な「持分における区分された構成要素」

を財務業績として統合できるという立場は不

明確となっており、財務業績としての「包括

利益」の位置づけは後退していると考えられ

る１３。また、FASBは、伝統的な純利益概念に

ある程度意義を認めているのに対して、IASB

では、包括利益に株主価値（所有者持分）と

関連することを認め、この包括利益に財務費

用を加えることにより計算される事業利益は

企業価値に関連することを理論的基礎として

いるように、この二つの理論的基礎は大きく

異なっていると考えられる。

　また、業績報告から当期純利益がなくなる

というIASBの提案に対して、日本の企業会計

基準委員会（ASBJ）をはじめとして、各国及

び各界から深刻な懸念が寄せられているため、

当期純利益の情報価値が広く認められている

と考えられる。従って、業績報告のボトムリ

ンとして包括利益を採用することになっても、

その構成要素に当期純利益を残すか否かにつ

いてはさらに検討しなければならない。

おわりに

　IASB業績報告プロジェクトは、単なる計算

形式、報告様式だけの問題ではなく、もっと

基礎的な概念にまで入り込む議論になってく

ると考えられる。IASB業績報告プロジェク

トで議論されているように、包括利益の導入

により、いままで損益計算書の純利益の額と

貸借対照表の純資産の変動額が乖離される形

でしか捉えられなかった金融商品の時価評価

による評価損益などを、両者が一致する形で

報告することが可能となったことは財務諸表

の情報提供能力を改善させる上で大きな意味

をもつと考えられる。

　しかしながら、IASBが当期純利益の表示を

禁止し、包括利益を業績指標として定義づけ

るならば、「その他の包括利益」項目が増加し

ても、「財務業績とは何か」が明確になり、「包

括利益」は業績指標であるという合意が形成

されない限り、包括利益が財務諸表上で業績

指標として位置づけられる可能性は低い。ま

た、包括利益数値における有用性の有無を実

証的に検討すること、財務業績についての概

念的検討を進めていくことが必要である。

注
１　クリーン・サープラス関係とは、貸借対照表上

の純資産金額の変化は損益計算書の最終の利益か

ら配当などを控除した金額に等しいという、貸借

対照表と損益計算書との間の関係をいう。

２　IASB「枠組」では、業績の開示について、①業

績に関する情報は損益計算書で開示されること、

IASBの業績報告に関する論点



②利益が業績の測定値として用いられること、③

区分表示を通じて、企業業績を幾通りかの測定値

で表示することが可能になること、④この利益に

は未実現の利得も含まれることが規定されている。

「枠組み」では、資産負債中心観に基づいて非所有

者との取引から生じた持分の変動額を利益として

とらえ、これを損益計算書において開示し、それ

により、企業業績が開示されることを想定してい

た。

　また、IAS１「財務諸表の表示」（１９９７年８月）で

は、損益計算書を経由せずに直接資本の部に計上

された「その他の包括利益」を収容する新たな計

算書（認識済利得損失計算書）を作成することが

規定されている。すなわち、IAS１では、業績を

報告するためのアプローチとして、持分変動計算

書方式（損益計算書と持分変動計算書で示す方式）

と二計算書方式（損益計算書と認識済利得損失計

算書で示す方式）の選択適用を認めている。

３　「G４＋１」とは、イギリス、アメリカ、カナダ、

オーストラリア・ニュージーランドとIASB（IASC）

によって構成されるグループをいう。G４＋１は、

これまでに、財務業績の報告に関して、１９９８年に

「財務業績報告-現在の展開と将来の方向-」、１９９９

年に「財務業績報告-変更の提案-」を公表してい

る。

４　業績報告計算書すなわち包括利益計算書の作成

に関する「業績報告原則」は、包括利益計算書の

様式の目的という大きな原則と、それを支える５

つの作業原則から構成されている。

５　ここでの「リサイクリング」とは、過年度に会

計基準により認識され、包括利益計算書に計上さ

れた未実現の損益項目が、その後実現した期に、

実現損益として、再度包括利益計算書に計上され

ることを指す。この際、過年度に計上した未実現

利益に相当する金額が剰余金より控除される。

FASBにおいては、「再分類調整」（Reclassification 

adjustment）と呼んでいる。

６　情報セット・アプローチとは、行跡を単一の指

標に集約するのではなく、業績の構成要素に重点

をおいた情報利用者に委ねるアプローチをいう。

このアプローチの考え方は、企業の組織・活動が

複雑化し、経済環境が急速に変化するという状況

のもとで企業業績を単一の数値に要約することは

困難であるとの発想から、特定の数値を強調する

のではなく、投資家に対して必要な情報をすべて

網羅的に提供しようということである。

７　イギリスのFRS３における業績報告の考え方は、

①損益計算書と総認識利得損失計算書という２つ

の計算書を用いて財務業績７を報告すること（二

計算書方式）、②過去に総認識利得損失計算書で

報告した未実現損益が実現した場合にこれを改め

て損益計算書で報告することはしない（リサイク

リングの禁止）、③ボトムラインに象徴される業

績の総計数値よりも、適切に区分して開示される

構成要素のほうが利用者にとって有用であること

（情報セット・アプローチ７の採用）にある。業

績を報告するための財務諸表としては損益計算書

と総認識利得損失計算書の両者を要求している。

８　ASBのほかその他の会計基準設定主体もIASB

チームとして参加する可能性がある。

９　２つのステップ（セグメント）は以下のような

内容である。

　（セグメントA）

　①「継続事業からの当期利益（net income from 

continuing operation）」または「当期利益（profit 

or loss）」を含む一計算書方式による包括利益計算

書を要求すべきかどうか。

　②要求される主要財務諸表の特定

　③要求される比較財務諸表及び関連する注記によ

る開示において要求される年数。

　④キャッシュ・フロー計算書の表示には直積法が

要求されるべきかどうかの検討。

　（セグメントB）

　①当期利益とその他の包括利益の間でのリサイク

リングという概念に価値があるガを検討する。価

値があると判断された場合には、リサイクルすべ

き取引と事象の種類の根拠及びいつリサイクルす

べきかを検討する。

　②それぞれの財務諸表で区分して情報を表示する

ための首尾一貫した原則を構築する。

　③それぞれの財務諸表で報告すべき合計及び小計

を定義する（例えば、事業とか財務といった区分）。
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１０　FASBは、SFAS１３０「包括利益の報告」において、

包括利益を区別して表示することとしている。な

ぜなら、その他の包括利益項目が実現したときに、

純利益にリサイクリングすることを前提している

からである。しかしながら、FASBでは、その他の

包括利益項目は各カテゴリーに分類し、リサイク

リングを禁止している。これは、純利益に何らか

の意義付けを行うか、包括利益に重要な意義を与

えるかという根本的な会計観の相違があらわれて

いることを意味する。

１１　アメリカにおいて、FASBのSFAS１３０では、包括

利益を「当期純利益」と「その他の包括利益」に

分類しており、その他の包括利益の報告様式とし

て、①損益計算書及び包括利益計算書、②包括利

益計算書、③持分変動計算書の３つを示し、その

中での選択を認めている。SFAS１３０では、「その

他の包括利益」を損益計算書に計上することを強

制はしておらず、その他の包括利益計算書や持分

変動計算書等、損益計算書とは別の財務諸表で報

告することを容認している。

１２　事業利益は企業価値の測定基準を示すのに対し

て、財務費用は債権者価値の測定基準を示し、包

括利益は株主価値の測定基準に関連する。

１３　FASBのSFAS１３０には、四つの問題点があるとの

指摘もある。第一に、SFAS１３０に基づく開示では、

「包括利益」の重要度が低下しており、財務報告に

おける比較可能性と中立性が損なわれている。第

二に、「その他の包括利益」に関する明瞭性（visi-

bility）が高められていない。第三に、「包括利益」

に対して財務報告の利用者の目を向けさせるとい

う当初の目的が達成されていない。第四に、「包

括利益」の開示における透明性の向上が達成でき

ていない。
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